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観光学部 アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）

．AO入試の目的
我が国の国家使命である観光関連産業・政策のリーダーや，新たな産業分野として観光

産業を確立できる人材を育成する上で，真に観光学への関心・意欲が高く，入学者受入方

針（アドミッション・ポリシー）に適合するとともに，入学後の学修に必要な学力・資質

を兼ね備える，より一層適切な人材を受け入れます。

．観光学部の教育目的
いま，日本では「観光立国」の実現が大きな課題となっています。美しい自然環境の整

備，活力ある都市と農山村の再生，味わいのある伝統文化の継承・復活や新しい地域文化

の創造，そして，これらの情報を発信する能力の強化に取り組んでいくことが求められて

います。同時に，観光インフラの整備，国際競争力を備えた観光産業の育成が要請されて

います。観光を通じた経済の活性化によって，誇りと愛着の持てる地域を再生・創造する

ことも期待されています。さらに，心身両面における健康の増進や，国・地域の歴史・文

化の理解などを通じた豊かな国民生活の創造のために観光を活用することの有効性も指摘

されるようになっています。これらの諸課題に取り組み，観光の振興に寄与する人材の育

成が何よりも急務となっています。

そこで本学部は，今日の観光を支えるにふさわしい幅広い教養，日本文化に対する理解

と知識，ITスキル，そして高度な外国語運用能力をバランス良く備えた人材の育成を目的

とします。そして，インターンシップやフィールドワーク実習などの体験的学習の機会を

通じて，それぞれの分野の第一線で実践的に判断し活躍できる人材の養成を目指します。

○入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

①学問への探究心にあふれ，課題解決のために論理的に思考できる人

②明確な目的意識を持ち，新しいことに積極的に挑戦できる人

③高いコミュニケーション能力を持ち，リーダーシップを発揮できる人

④観光に関連する組織体の経営問題に関心がある人

⑤観光を通じた地域再生の問題に関心がある人

⑥国際的な交流や，国内外の様々な地域の文化に関心がある人

⑦インターンシップやフィールド調査などの学外実習に意欲的に取り組むことのできる人

⑧大学で修得した知識を活用して社会で活躍したい人
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平成28年度 和歌山大学観光学部

アドミッション・オフィス入試（AO入試）学生募集要項

本学部では，個別学力検査および大学入試センター試験を免除し，面接およびプレゼンテ

ーション並びに出願書類を資料として判定するアドミッション・オフィス入試を実施します。

．募 集 人 員

名

※合格者（入学手続者）が募集人員に満たない場合には，その差の募集人員を前期日程の

募集人員に含めて募集します。

．出 願 資 格

以下の⑴～⑷のすべての要件を満たす者。

⑴次の①から④のいずれかの要件を満たす者。

①高等学校（中等教育学校の後期課程を含みます。）を平成27年３月に卒業した者および

平成28年３月に卒業見込みの者。

※卒業見込みの者には，学校長の出願承諾書の提出を求めます。

②通常の課程による12年の学校教育を平成27年３月以降修了した者および平成28年３月

に修了見込みの者。

③専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める

基準を満たすものに限ります。）で文部科学大臣が別に指定するものを平成27年３月に

修了した者および平成28年３月に修了見込みの者。（かつ，文部科学大臣が別に定める

日以降であること。）

※修了見込みの者には，学校長の出願承諾書の提出を求めます。

④高等学校卒業程度認定試験合格者および平成28年３月31日までに合格見込みの者で，

平成28年４月１日に年齢満18歳又は満19歳の者。

⑵上記⑴①で出願する場合には，調査書の「学習成績概評」がＢ段階（全体の評定平均値

3.5）以上の者。（出願時直前の学期までの成績によります。）

⑶次のいずれかの成績を修めた者

・財団法人日本英語検定協会実用英語検定 ２級以上合格

・TOEIC（団体特別受験制度（TOEIC IP）により受験した成績は認めません。） 500点以上

・TOEFL iBT 52点以上

・TOEFL PBT（団体特別受験制度（TOEFL ITP）により受験した成績は認めません。） 470点以上

・GTEC 450点以上

⑷受験することを確約でき，合格した場合には入学することを確約できる者。
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．出 願 手 続

⑴出願期間

平成27年８月３日㈪～平成27年８月６日㈭（必着）

⑵出願方法

出願書類等を一括して，和歌山大学観光学部教務係（〒640-8510和歌山市栄谷930番

地）あてに「速達・書留」郵便にて送付してください。持参による出願は，締切最終日

に限り，９時00分～16時00分まで（12時00分～13時00分を除く），観光学部教務係で受

け付けます。

⑶出願書類等

提出書類および入学検定料

① 入 学 願 書 本学部所定の用紙

② 志 願 書 本学部所定の用紙に本人が自筆してください。

③ 出 願 承 諾 書 本学部所定の用紙（卒業見込みの者等，該当者のみ）

④ 調 査 書 等

①高等学校（中等教育学校の後期課程を含みます。）を卒業した者，ま
たは卒業見込みの者は，出身学校長が文部科学省所定の様式により
作成し，厳封したものを提出してください。

②高等専門学校第３学年修了者については，出身学校において文部科
学省所定の調査書に準じて作成した書類をもって調査書に代えるこ
とができます。

③文部科学大臣の指定を受けた専修学校高等課程を修了した者は，成
績証明書をもって調査書に代えることができます。

④高等学校卒業程度認定試験合格者は，合格成績証明書をもって調査
書に代えることができます。ただし，高等学校等において科目を修得
したことにより受験科目を一部免除された場合は，その免除された
科目の高等学校等の調査書または成績証明書を添えてください。

⑤ 受 験 票 ・ 写 真 票 本学部所定の用紙

入 学 検 定 料

17,000円
以下の納入方法のうち，いずれかの方法で納入してください。
（注）出願書類受理後は入学検定料の返還はできません。
ただし，第１次選考の不合格者には，入学検定料のうち，本学が定める

返還額について，本学の定める方法により返還します。

金 融 機 関

所定用紙「振込依頼書」により金融機関（ゆうちょ銀行を除く）の窓口で
振込により納入し，受領した「振込金受付証明書（Ｃ票）」（※取扱金融機
関の収納印がないものは無効ですので必ず確認してください。）を「入学
願書」の所定欄に貼付して提出してください。

⑥

コ ン ビ ニ
エンスストア

「セブン-イレブン」，「サークルＫ・サンクス」，「ローソン」，「ミニストッ
プ」，「ファミリーマート」のいずれかのコンビニエンスストアから払い込
んでください。
（上記以外のコンビニエンスストアからは払い込みできません。）
払込方法の詳細は，「コンビニエンスストアでの検定料払込方法」P13を参
照してください。
「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取って
「入学願書」の所定欄に貼付して提出してください。
なお，払込期間が次のとおり決まっていますので，ご注意ください。

払込期間
平成27年７月15日㈬午前０時～

平成27年８月６日㈭午後３時
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⑷受験票の送付

受験票は，大学において受験番号を決定の上，志願者あてに郵送します。

⑸出願に関する注意事項

①出願書類に次のような不備があるものは受理しません。

ア入学願書に記入漏れ，誤記のあるもの。

イ入学願書に「振込金受入証明書（Ｃ票）」が貼付されていないもの。

②提出された出願書類等の記載内容の変更は認めません。

③提出した出願書類等に虚偽の申告があった場合は，入学後であっても入学を取り消す

ことがあります。

④提出した出願書類は，いかなる理由があっても返還しません。

⑤合格通知場所を変更したときは，直ちに届け出てください。

．障害を有する入学志願者の事前相談

障害を有する入学志願者（学校教育法施行令第22条の３に定める身体障害の程度）で，受

験および修学上特別な配慮を必要とする場合は，出願の前にその旨を申し出てください。

⑴出願後に不慮の事故等により身体等に障害を有することとなった場合には，その旨申し

出てください。

⑵申出方法

申請書（健康診断書等必要書類添付）を提出し，必要な場合は本学において，志願者又

はその立場を代弁し得る出身学校関係者等との面談を行います。

⑶申出先

〒640-8510和歌山市栄谷930番地

和歌山大学 観光学部 教務係

Tel：073-457-8542

⑦
「AO入試受験票在中」

封 筒
本学部所定の封筒。志願者あてに郵送しますので，志願者の郵便番号・
住所・氏名を記入し，450円切手を貼付したものを提出してください。

⑧
「入試結果通知書在中」

封 筒（２枚）

本学部所定の封筒で，２枚あります。志願者あてに郵送しますので，志
願者の郵便番号・住所・氏名を２枚ともに明記してください。(切手不
要)

⑨ あ て 名 票
本学部所定の用紙。
入試結果通知書・入学手続案内等を送付しますので，志願者の住所・氏
名・郵便番号を明記してください。

成 績 票
（スコア）

２．出願資格⑶の合格証明書，成績票（スコア）等の原本（コピーは不
可）。受験票を送付する際に返送します。
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．選 抜 方 法

面接およびプレゼンテーション並びに志願書・調査書等により，観光学への関心・意欲，

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）適合性および学力を総合して判定します。

①第１次選考

志願書および調査書等により選考を行い，合格者を決定します。

第１次選考の合格者数は、募集人員の３倍程度とします。

書類選考 100点

②第２次選考（９月20日㈰）

第１次選考に合格した者に対して，本学が行う模擬講義と提出書類を基に面接を行い，

合格者を決定します。

面接 100点

③第３次選考（10月25日㈰）

第２次選考に合格した者に対して，プレゼンテーション（事前に設定したテーマについ

て，資料等を準備のうえ説明してもらいます。資料等と説明の内容に基づき質疑応答を

行います。）を課し，その結果により最終合格者を決定します。

プレゼンテーション 100点

．合格者の発表

⑴第１次選考結果 ９月９日㈬までに郵送により全員に通知します。

⑵第２次選考結果 ９月30日㈬までに郵送により全員に通知します。

⑶第３次選考結果 10月30日㈮午前10時に合格者の受験番号を観光学部棟前掲示板に掲

示します。

※最終合格者には，合格通知書および入学手続案内等を郵便で送付します。なお，電話に

よる合否の問い合せには一切応じられません。

．AO入試に合格しなかった場合について

⑴本学部のAO入試で不合格となった場合は，本学および他の国公立大学・学部の一般入試

を受験することができます。

なお，本学の一般入試を受験する場合は，別途「平成28年度和歌山大学一般入試学生

募集要項」を取り寄せ，それにより出願手続きを行ってください。

⑵本学部のAO入試で不合格となった場合は，本学部の推薦入試を受験することができま

す。受験を希望する場合は，別途「平成28年度和歌山大学観光学部推薦入試学生募集要

項」を取り寄せ，それにより出願手続きを行ってください。
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．入 学 手 続

合格者は，下記の日程により入学手続をしてください。（郵送も可）

⑴入学手続期日

平成28年２月16日㈫ ９時30分～17時00分

※但し，やむを得ない理由により上記期間に手続きができない場合には，２月16日㈫

17時00分までに和歌山大学入試課（073-457-7116）に電話連絡があった者について，

２月17日㈬正午まで受け付けます。

⑵入学手続場所

和歌山大学（和歌山市栄谷930番地）

⑶入学手続に必要なもの

※これらは，入学手続時に必要としますので，忘れないよう十分注意してください。

上記記載の金額は，平成27年度のものです。

平成28年度入学者の納付金額については決定次第別途お知らせします。

⑷入学手続に関する注意事項

AO入試合格者の以降の手続の取り方により，次のとおりとなります。

①「入学手続を完了した者」

→本学および他の国公立大学・学部の個別学力検査等を受験しても入学許可は得られ

ません。

②「入学手続きを完了しない者」

→本学部のAO入試合格者としての権利を消失します。

また，本学および他の国公立大学・学部の個別学力検査等を受験しても入学許可は

得られません。注意してください。

③『「特別の事情」がある場合に限り，２月16日㈫17時00分までに本人，保護者が連署・

捺印した「AO入試辞退願」を提出し，入学辞退が許可された場合』

→国公立大学・学部の個別学力検査等を受験することができます。

※なお，入学辞退が許可されない場合，国公立大学・学部の個別学力検査を受験し

ても入学許可は得られません。

① 入 学 料

282,000円
（注）入学料は本学所定の振込依頼書により，入学手続時までに納入

してください。これについては，合格者に送付する「入学手続案

内」で納入方法の詳細をお知らせします。

② 授 業 料
前期分 267,900円
（年額 535,800円）
（注）「入学手続案内」で，納入方法の詳細をお知らせします。

③ 受 験 票 本学の受験票

④ 合 格 通 知 書 本学より送付したもの
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．受験者心得

⑴受験票は必ず携行し，本学係員の請求があれば提示するようにしてください。

⑵受験票の裏面に受験上の注意を記載していますので必ず読んでおいてください。

．その他の注意事項

⑴提出書類に不備があるときは，受け付けないで返却することがあるので，十分点検の上，

提出してください。

⑵提出書類は正確に記入してください。記入事項に偽りがあったときは，入学後でも入学

許可を取り消すことがあります。

⑶合格通知場所を変更したときは，直ちに届けてください。

⑷出願時のデータや，試験実施結果，入学手続きの状況等の個人データを入試に関する調

査・研究のために利用することがありますので，予めご了承願います。なお，これらの

個人データを利用する場合も，個人を特定する内容の資料や個人を特定できる資料を作

成することはありません。

．入試情報開示

⑴志願者数，受験者数，合格者数，入学者数はホームページ等で開示します。

http://www.wakayama-u.ac.jp

⑵試験成績と調査書は，受験者本人からの請求により，以下のとおり開示します。試験成

績については，遠隔地等の場合，郵送も可能ですが，調査書については，閲覧のみとし

ます。

①開示時期：平成28年５月から６月の２ヶ月間。月曜日から水曜日の９時～17時。

②開示内容：試験成績は得点を開示します。調査書は成績評価および出欠の記録のみを

開示します。

③必要書類：本学の受験票等

④開示場所：和歌山大学観光学部教務係

⑤入試情報の開示については，下記にお問い合わせください。

記

〒640-8510和歌山市栄谷930番地

和歌山大学入試課

Tel：073-457-7116
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．学生募集要項および出願書類の請求について

⑴観光学部アドミッション・オフィス入試（AO入試）学生募集要項は，下記あてに請求し

てください。郵送を望む場合は，封筒の表に「観光学部アドミッション・オフィス入試

願書請求」と，朱書し，返信用封筒〔24㎝×33㎝（角形２号），請求者の郵便番号，住

所，氏名および朱書きで「ゆうメール」と明記〕に郵便切手215円を貼付したものを同封

してください。

⑵一般入試の学生募集要項および出願書類は，下記あてに請求してください。郵送を望む

場合は，封筒の表に「一般入試入学願書請求」と朱書し，返信用封筒〔24㎝×33㎝（角

形２号），請求者の郵便番号，住所，氏名および朱書きで「ゆうメール」と明記〕に郵便

切手300円を貼付したものを同封してください。

⑶観光学部推薦入試学生募集要項および出願書類は，下記あてに請求してください。郵送

を望む場合は，封筒の表に「観光学部推薦入試願書請求」と朱書し，返信用封筒〔24㎝×

33㎝（角形２号），請求者の郵便番号，住所，氏名および朱書きで「ゆうメール」と明記〕

に郵便切手215円を貼付したものを同封してください。

記

〒640-8510和歌山市栄谷930番地

和歌山大学入試課

Tel：073-457-7116

⑷入学試験に関しては，下記にお問い合わせください。

記

〒640-8510和歌山市栄谷930番地

和歌山大学観光学部 教務係

Tel：073-457-8542

．入学前学習

合格者には，入学までの間，本学から学習課題を課します。
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観光学部の紹介

近年，わが国は「観光」を戦略産業と位置づけ，観光立国に向けて官民一体で取り組んで

います。和歌山県においては，「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録で，国際的に注目

を集めるなか，「観光立県宣言」を掲げ，「観光」を核とした地域再生に積極的に取り組んで

います。和歌山大学観光学部はこれら恵まれた環境を活かし，全国，そして世界をフィール

ドに，観光産業・行政の現場と密接に連携した新しい観光学を創造します。また，観光を支

えるにふさわしい豊かな教養と専門性を備えたエキスパートを育成します。

観光学部の特色

①観光学は人間の生活・文化に関わるあらゆる分野を総合した学問のため，人文・社会科学

から自然科学まで，幅広い分野を学べるカリキュラムを整えています。

②大学にふさわしい観光理論の研究とともに，フィールドワークや海外インターンシップな

どを通じて，常に地域や観光の最前線におもむいて学ぶことができます。

③観光に携わる人材にふさわしい教養の醸成を重視し，ユニークな科目を多数用意。茶道・

華道などの日本文化，英語をはじめとする外国語教育，ＩＴ教育などの授業が非常に充実

しています。
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学生生活

１．入学時の諸経費

入学当初には，入学料，授業料以外に100,000円程度の諸経費（後援会等諸会費，研修・実

習経費等）が必要です。金額・内訳については，後日，入学手続案内にてお知らせします。

２．入学料免除の制度

入学前１年以内において，本人の学資を主として負担する者（学資負担者）が死亡，又は

本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより，入学料の納付が困難である

と認められる場合には，本人の申請に基づき，選考のうえ入学料の全額または半額を免除す

る制度があります。

３．入学料徴収猶予の制度

経済的理由により入学料を指定期間中に納めることができず，かつ学業優秀と認められる

学生について，本人の申請に基づき，選考のうえ平成28年７月末日（入学年度の７月末日が

日曜日に当たるときは前々日まで，土曜日に当たるときは前日まで）を限度として入学料の

納付を猶予する制度があります。

４．授業料免除の制度

経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ学業優秀と認められる学生及び入学料

の免除対象と同じ状態にある者（事由の発生時期が，１年次後期分以降は各納期前６か月以

内）について，本人の申請に基づき，選考のうえ授業料の全額または半額を免除する制度が

あります。

５．奨学金

⑴ 日本学生支援機構の奨学金

（申込資格）

経済的理由により修業に困難があると認められる者。

（奨学生の決定）

本学が人物・健康・学力・家計の申込基準を満たしている奨学金申込者の中から選考

のうえ，日本学生支援機構に推薦します。同機構では審査のうえ，採用を決定します。

基準を満たしていても，予算の関係で採用されない場合があります。

（奨学金の種類）

第一種奨学金(無利子)>……貸与月額 自宅通学 30,000円，45,000円から選択

自宅外通学 30,000円，51,000円から選択

第二種奨学金(有利子)>……貸与月額 30,000円，50,000円，80,000円，100,000円，

120,000円から選択
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（注）貸与月額については，平成26年度実績であり変更されることがあります。

⑵ 地方公共団体等の奨学金

地方公共団体や各種企業団体等が扱っている育英奨学金制度があります。大学に直接

募集のないものもありますので，各団体，出身の都道府県に各自問い合わせてください。

⑶ 家計急変奨学金

家計急変奨学金は，優れた資質をもちながら，学資負担者等の家計急変により修学を

継続することが経済的に困難となった学生で他の経済支援が受けられない者，又は地

震・風水害等の被害を受けたことにより，家計が急変し修学の継続が困難となった学生

に対して，本学が独自に学費・生活費を援助する制度です。無利子・貸与制で，一時金

10万円，20万円，30万円から申請者が選択のうえ，年度を通じて臨時に申請することが

できます。申請後は，選考のうえ決定となります。

６．学生傷害保険等

⑴ 学生教育研究災害傷害保険（学研災）

学研災は，学生が正課中，学校行事中，通学中，大学施設内にいる間及び課外活動中

等に不慮の事故にあい，傷害を受けたり，あるいはそれらが原因で後遺障害を負ったり，

死亡した場合に，当該学生やその家族に保険金が支払われる全国的規模の補償制度です。

（注）本学が学生全員の学研災の保険料を負担し，一括加入していますので，個々に

加入する必要はありません。

⑵ 学研災付帯賠償責任保険（学研賠）【任意加入】

学研賠は，国内外において，学生が正課中，学校行事中，課外活動中及びその往復等

で，他人にケガを負わせたり，他人の財物を損壊したことにより生ずる法律上の損害賠

償を補償する制度です。

⑶ 学研災付帯学生生活総合保険（学総）【任意加入】

学総は，学研災及び学研賠では補償が不足すると思われる場合に，学研災に加えて任

意に加入できる保険で，学研災や学研賠では補償されない病気や日常生活でのケガ等に

ついても補償されます。この保険に加入すれば，賠償責任を負った場合の補償を含んで

いるため，学研賠に加入する必要はありません。
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７．学生寮

本学には，次のとおり学生寮が設置されています。

寄宿料は，月額4,300円となっています。なお，寄宿料は，和歌山大学学生寮管理運営規則

の改正により変更することがあります。

寄宿料以外に，寮生活に伴う電気代，ガス代，水道料等の負担があります。

８．下宿・アパート

市街地及び大学周辺のアパート・マンション等の斡旋は，和歌山大学消費生活協同組合（073

-456-4155）で行っていますので，各自問い合わせてください。なお，平均的な物件の家賃は

月額35,000円です。

区 分 所 在 地 定 員 １室定員 新入生入寮
可 能 人 員 備 考

学生寮(男子) 120人 １人 約30人

学生寮(女子)

和歌山市栄谷930番地

(大学構内) 50人 １人 約10人

鉄筋コンクリート

５階建
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